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（様式第２号） 

会  議  録 

令和 7 年３月２１日作成 

会議の名称 令和６年度 第 4 回 島本町環境保全審議会 

会議の開催日時 令和 7 年 1 月 17 日（金） 15 時 00 分 ～ 17 時 10 分 

会議の開催場所 島本町役場 3 階 委員会室 

公開の可否 
 可  ・ 一部不可 ・ 不

可 
傍聴者数 4 人 

非公開の理由 

（非公開（会議の一部非

公開を含む。）の場合） 

 

出席者 
委員 

深町会長、好本委員、小山委員、金山委員 

藤澤委員、厚東委員、樋口委員、中桐委員 

上田委員、岩井田委員 

事務局  

会議の議題 

（1）第二期島本町環境基本計画（案）について（付議） 

（2）島本町一般廃棄物処理基本計画（案）について 

（3）その他 

決定事項等  

審議等の内容 別紙の通り 

配布資料 

資料１  第二期島本町環境基本計画（案） 

資料 2  第二期島本町環境基本計画（案）に関するパブリックコ

メントの結果に係る町の考え方 

資料 3  一般廃棄物処理基本計画（案） 

資料 4  一般廃棄物処理基本計画（案）に関するパブリックコメ

ントの結果に係る町の考え方 

参考資料 島本町環境保全審議会委員名簿 

 

 

  



2 

令和６年度 第 4回 島本町環境保全審議会会議録 

事務局 

 

 

山田町長 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、案件 1 については付議案件となっておりますことから、山田町長

から会長に諮問させていただきます。よろしくお願いします。 

 

島都環第８９３号令和７年１月１７日 

島本町環境保全審議会会長様 

島本町長、山田紘平 

第二期島本町環境基本計画（案）について（付議） 

第二期島本町環境基本計画（案）を別紙のとおり作成しましたので、貴審議

会の答申を求めます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

それではただいま、付議がありましたので、議事に入りたいと思います。 

事務局から説明をお願いします。 

 

それでは第二期島本町環境基本計画（案）について、説明いたします。環境

基本計画案につきましては、今年度 5 月から 11 月までの計 3 回、審議会でご審

議いただき、その後、11 月中旬から 12 月中旬までパブリックコメント募集を

行いました。結果、17 名の方から、合計 89 件のご意見をいただき、主なご意

見につきましては、農地保全に関する内容をいただいております。今回、その

パブリックコメントの結果案とパブリックコメントを踏まえた計画修正案をお

示しさせていただいております。 

今回はこの内容を確認し、基本計画案について最終まとめ、審議を行い、そ

の上で環境基本計画についての答申案の取りまとめを行いたいと考えておりま

す。このことから、パブリックコメントの結果に基づく修正箇所を中心にご意

見をいただければと考えております。なお、パブリックコメントの結果を踏ま

えた修正箇所につきましては黄色塗りでお示ししており、ご説明は資料ページ

番号でさせていただきたいと思います。 

資料 1、第二期島本町環境計画（案）をお手元にご用意いただけますでしょ

うか。まず表紙をめくっていただいた次のページでございますが、こちらは本

日、追加資料でお配りしました目次が記載しております資料につきまして、差

し替え箇所となっております。委員の皆さまに送付させていただいた時点では、

町長のあいさつページを設けておりましたが、あいさつにつきましては、当初

計画において記載させていただくことが一般的ですので、今回は計画の改定と

なっていることから、本ページは削除させていただきます。 

1 ページの「第 1 章 第 1 節 計画改定の背景と目的」のページをご覧くだ
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さい。上から 8 行目の黄色塗り、こちらは以前、「わが国」という記載をしてお

りましたが、社会経済活動に伴う環境問題等につきましては、「わが国」を取り、

「私たち」の経済活動のほうが直接起因しているとのご意見をいただいており

ますことから、「私たち」という文言に修正をいたしました。続きまして、同じ

ページの下から 2 行目、黄色塗りの部分です。こちらは国の第 6 次環境基本計

画において掲げられております、人々の生活の質を求めるウェルビーイングに

いて、本計画にも指針として明記すべきとのご意見を踏まえまして、文言の追

記をいたしました。 

13 ページ「第 2 章 環境を取り巻く社会情勢 第 4 節 自然環境」の黄色塗

りの箇所をご覧ください。こちらにつきましては森林保全、生物多様性の記載

は以前の計画の中でしていたものの、農地保全の記載がないとのご意見を踏ま

えまして、農地保全に関する追記をいたしました。17 ページの「第 3 章 前計

画の取組状況 第 1 節 取組と状況（１）水と緑の保全」の黄色塗りの箇所を

ご覧ください。こちらにつきましては農地保全に関する取組内容の記述を具体

的に記載してくださいとのご意見を踏まえまして、具体的に農地保全について

追記いたしております。 

22 ページ「第 2 節 前計画の評価」をご覧ください。一番上の黄色塗りの箇

所、基本方針 1 の「しまもと環境・未来ネット及び町が主催する出前講座 実

施学校園所の数」の達成状況についてです。こちらは以前、「×」と記載してお

りましたが、こちらの達成状況の考え方としましては、現況値が基準値より増

加している場合は「△」と評価することから、「×」から「△」に修正をしてお

ります。 

25 ページ、「第 3 章 前計画の取組状況 第 3 節 計画の課題（２）自然共

生社会」をご覧ください。中段の辺りの黄色塗りの農地に関する部分でござい

ます。こちらにつきましては農地の保全に関する表記、記述が無いとのご意見

を踏まえまして、農地の抱える課題、現状について追記をいたしました。また、

その下の段落では本町における住民 1 人当たりの公園面積が少ないことについ

て現状の値を示すべきとのご意見を踏まえ、住民 1 人当たりの公園面積を追記

で出しました。 

26 ページ、黄色塗りの箇所をご覧ください。こちらにつきましては本日お配

りしました資料のページ番号でいいますと、25 ページ、26 ページの部分の差し

替えになります。黄色塗りの部分の中で、触れる、触れ合えてない等の表記が

ございますが、平仮名、漢字等の違いがございましたので、こちらを統一させ

ていただきました。30 ページ、「第 4 章 第 2 節 基本方針 2」をご覧くださ

い。「国際的な生態系に関する目標に貢献します」の部分でございます。こちら

については以前、「国際的な生態系に関する目標に貢献し」の後に、「島本の自
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然を世界に発信することを目指します」と記載しておりましたが、世界に発信

できるというところにつきましては表現について、強調し過ぎではないかとの

ご意見がありました。自然共生サイトにつきましては、認定された場合、国際

データベースに登録されるという点で国際的なものでございますが、記載等に

ついては少しトーンを下げて記載させていただきました。 

33 ページ「第 5 章 施策の展開 第 2 節 施策の体系」をご覧ください。「2

守り生かす島本の自然と共に暮らすまちづくり（自然共生社会）」の「生物多様

性に関する情報の提供」の次に、黄色塗りの箇所、農地保全を追記させていた

だいております。こちらにつきましては、後ほどのページで記載箇所が出てき

ますが、農地保全が生物多様性との関連があるとのご意見を踏まえ、追記した

ものとなっております。41 ページ「第 5 章 第 3 節 基本施策と各主体の取組 

基本方針 2 自然共生社会」をご覧ください。中段に当たります、SDGs と関連す

る内容の黄色塗りの所、「町域の農地の保全を進めます」の箇所です。こちらも

パブリックコメントのご意見を踏まえまして、追記しました。続きまして一番

下の「（1）水と緑の保全」の指標である生産緑地地区の指定の面積についてで

ます。こちらにつきましては、開発により農地が減少する中で、農地の現状維

持を図るため、指標として掲げるべきだとのご意見を踏まえまして、新たに指

標を追記したものでございます。指標の内容につきましては、第五次島本町総

合計画に掲げております指標を参考にしております。42 ページをご覧くださ

い。こちらにつきましては農地保全を行うことで、生物多様性の保全、ヒート

アイランド対策等になるとのご意見を踏まえまして、内容を追記したものでご

ざいます。 

43 ページ「（2）生物多様性の保全 町の取組」の農地の保全をご覧ください。

こちらにつきましても先ほどの 41 ページでご説明しましたとおり、農地の保

全と生物多様性の関連についてのご意見を踏まえ、追記いたしました。45 ペー

ジ「（3）自然との触れ合いの場の確保」、町の取組の所で、「自然とふれあう場

の確保・充実」をご覧ください。こちらは 25 ページで前計画の課題の所で説明

させていただきましたとおり、本町における住民 1 人当たりの公園面積が少な

いことについて現状を把握するべきとのご意見を踏まえまして、住民 1 人当た

りの公園面積を追記しておりますが、25 ページ「第 3 節 計画の課題（2）自

然共生社会」、水と緑の保全の箇所に記載しておりますことから、カテゴリーと

しまして、42 ページの「（1）水と緑の保全」に記載のほうをさせていただきた

いと考えております。 

55 ページ「基本方針の 5（1）水環境保全」の指標をご覧ください。目標につ

きましては、以前、国の基準値以内と表現しておりましたが、前回の審議会に

おきまして、もっと積極的な目標を掲げるべきだとのご意見がございましたこ
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事務局 

とから、現状維持という表現に修正しております。続きまして資料編のほうの

1 ページをご覧ください。こちらにつきましては、審議会開催の経過や、審議

会委員の名簿を追記すると共に、次のページでは付議、また、この答申につい

て追加させていただく予定となっております。 

また、計画の随所にはコラムを適宜、追加で掲載しており、計画を初めて見

られた方がより理解してもらえますように工夫のほうをしております。なお、

今後の計画のご説明については以上になりますが、今後のスケジュールで本日、

会議、会長へ付議させていただいたことを踏まえまして、来週 24 日、金曜日ま

での間に、会長から町長のほうに答申をいただくことで事務を進めてまいりた

いと考えております。その後、計画内容について、事務局で誤字脱字等のチェ

ックを行うと共に、冊子のレイアウトを取り決め、今年度中に策定が完了する

よう事務を進めてまいりたいと考えております。 

事務局からの説明は以上であります。 

 

ご説明ありがとうございました。皆さんから、お気付きの点などご指摘やご

質問などありましたらお願いします。 

 

23ページに 1日 1人当たりのごみの排出量 663.1gという目標数値があって、

これは施策というか、流れがよくて「○」が付いているのではなくて、島本町

一般廃棄物処理基本計画のアンケートに、586 人の回答があった中で堆肥化さ

れている方は 42 人、7 パーセントの方がもう既にやっておられる。私も堆肥化

というものを毎日、庭に生ごみを全部埋めているので、自分も生ごみはごみに

出してない。そういう方が多くおられるので、このやり方の中で数値目標を決

めるのであれば、国からの目標で廃棄物処理基本計画に令和 7 年度において、

1 日 1 人当たりの目標が 440 グラム、再生率は 28 パーセントを目標にするよう

に書かれてあるので、意識の高い島本町であれば、もっと数値を上げてほしい。 

極端に言えば、この国の目標をそのままスライドしてほしいというのが私の

希望です。生ごみを堆肥化し、福岡県の大木町は年間で 16 億円お金が浮いて、

そのお金で図書館を建てたり、ホールを建てたりしている。島本町もいきなり

そこに行けとは言ってないですが、生ごみ処理機に、多分、予算 20 万円ぐらい

で 10 人ぐらいに割っていると思うのですけど、もっとそこにお金をかけても

結果的にはお金が浮いてくるはずなので、締め切りました、で終わるのではな

くて。1 人当たり年間生ごみに焼却しているお金、金額は分かりますか。調べ

たのですが自分ではよく分からないので数値を書いてほしいです。 

 

こちらでは環境基本計画ということで、ごみ問題に限らず、温暖化対策と、
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環境保全とか全般的なことを書かせていただいています。具体的な内容につい

ては、以前からご説明しています、一般廃棄物処理基本計画の方で細かい取り

決めを記載いただいておりますのと、計画については今回第 4 回目の審議会と

いうことで、以前から議論は出尽くしている部分もございますので、具体的な

ところまで踏み込んでの表記というのは難しいと考えております。以上でござ

います。 

 

具体的に数字を教えてほしい。生ごみに幾らかかっているのですか。 

 

生ごみの焼却量は今、手元に細かい数字がないので、お答えはしかねるので

すけども、その辺についても一般廃棄物処理基本計画の中でしっかり網羅でき

るような内容で、議論いただきながら精査していますので、そちらで記載をさ

せていただいて、地域の皆さんにより分かりやすいような形でお示しができた

らと思います。それとごみ排出量は第 3 回までに色々ご議論いただいた中で目

標数値は掲げさせていただいておりまして、第 4 回についてはパブリックコメ

ントを中心に色々精査させていただいた、着色の所に重点的にご意見をいただ

けたらありがたいと思います。以上です。 

 

ご指摘いただいた、ごみの問題は重要なことだと思いますが、今回の数字的

なところ、一般廃棄物の所でより具体的に数値の妥当性だとか、現状把握とい

うのを反映させていくという形でよろしいですか。 

 

なんでこの話をしたかというと、生ごみだけじゃなくて、結果的には農地を

残すためには大木町も液肥を入れる農家と連携している。ゼロ・ウェイスト、

上勝町に行ったときも、行政だけじゃ難しい、町民だけでも難しく、そこに大

学が入ったり、メーカーともっと研究したり、うまくいかないことはたくさん

あるから、そこで微調整しながらやっていくということですが、ばらばらなん

ですよ。農地が減るのは困る、でも農業者頑張ってと言うけれど、私は農業委

員ですけれど、放置田んぼがないかどうか監視する場になってしまう。助ける

場じゃなくて。農業委員会でそのことを話し合いたかったら、農業委員会はそ

ういう所じゃないと。 

この間、先生が連れて行ってくれた若山台の放置竹林が見たいと言ったけれ

ど、素晴らしい竹林、木、森であると。でもその下を見たら、下草が全然ない。

それは鹿に食べられていると。その鹿の原因は放置竹林で獣害が起きていると

いうことだから、結局重なっているのに、一体どこで話しをしたらいいのか、

ここかなと思った。ここで言ってもあんまり皆さん、採用されていない感じが
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するので、もうちょっと、縦縦割り行政の調整役をお願いします。 

 

そうですね。今日いただいた意見のことに対して、縦割りにならないような

形で。 

 

ご意見ありがとうございます。環境課はいただいたような内容を所管してい

る課で、ごみの問題でもそうですし、一般廃棄物の処理基本計画という計画が

あって、詳細までは書けてない部分もありますが、柱として計画を掲げさせて

いただいています。生物多様性、農地保全の関係、竹林の関係、あらゆる内容

を記載しているのがこの第二期環境基本計画ということで、両計画はいわゆる

環境課が所管するもの、その辺は行政として対策をしっかり考えながら、バラ

ンスよく総合的に判断してやっていく必要があると考えています。 

 

貴重なご意見ありがとうございます。ここは環境課所管の環境基本計画につ

いての議論の場ではございますが、私ども、都市創造部の中では、都市整備課

が所管しております公園であったりとか、にぎわい創造課が所管しております

農地、森林のことであったりとか、部の中ではそのような多岐にわたる所管事

項ございますので、今回、第 4 回目まで至る経過の中でも本当に貴重なご意見、

たくさんいただいておりますので、それぞれの課の中で、お互い連携し合って、

より効果、効率的な施策、進めていけるように鋭意、努力していきたいと思っ

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

25 ページの高齢化や後継者不足などの後に、「このために土地を手放し開発

につながっているため」といった文章入れてほしいです。パブリックコメント

読んでいたら、結果的には、農地は残してほしいという意見が多い。それから、

農業者も別に売りたいと思っているわけではないけれど、後継者不足と高齢化

のために困っているから、結果的には土地を手放している。何百万もかけて、

アンケート取って、たくさんの子どもたちがマンションはいらないと書いてい

る。100 人以上の人がいろんな場面で、パブリックコメントではなくアンケー

トでコメント書いているのに一切、この計画案の中にマンションという言葉が

出てこないです。マンションが無理やったら、せめて開発という言葉をどこか

に入れてほしいです。25 ページの中のどこかに。  

私は入れるとしたら、高齢化や後継者不足などで土地を手放しのところ、だ

って、それが困っているから、土地所有者が抱える問題を解決し、農地を保全

するための施策が求められていますって書いているじゃないですか。だから、

施策がいるということでしょう。でも、その理由として後継者不足だから、そ
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委員 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

委員 

れでどうなっていくかといったら、開発につながっている。こんなにすごいお

金かけていっぱい書いてあるのに、マンションのことが書いてなかったら、こ

れ見た人、住民はあのアンケート一体何だったのかとなると思います。 

 

分かりました。農地保全に関連して、単に担い手不足とかだけじゃなくて、

開発による減少も記載していただきます。 

 

結果的には開発に結び付いているというか、どこかにマンションの開発を入

れてほしいです。 

 

今、マンション開発とおっしゃったけど、それは間違いです。マンション以

外にもいわゆる戸建ての宅地開発もあると思います。マンションということを

強調し過ぎては、そういった目立たないところが見えなくなる。開発というの

は、マンション建てるだけではないです。 

 

もちろん、そうですけれど。 

 

皆の調整が必要です。一方だけではないことを踏まえて、ある程度のところ

で妥協して、折り合いをつけて進んでいく必要がある。 

 

少しいいですか。個人の土地というのは全然調整していなくて、売ったらそ

れで終わりです。だから、マンションを強調するのはどうかというのは、例え

ば、宅地開発とか、農地以外の転用といいますか、そういった面でも課題があ

る。 

 

別にすごくこだわっているわけではないですが、アンケートに百何件も回答

があって、子どもたちが、都市環境の所の 32 件のうち 18 件もマンションにつ

いて書いている。大人のほうは聞かれてないから、景観のことは書いてない。

アンケート項目にないから、仕方がないから皆さん、必死でいろんなコメント

に全部、マンションのことを書いている。言っている意味は分かりますよ。で

も、実際、住民がこれだけ言葉に出しているので、それを環境部全員が受け止

めないと。 

 

受け止めていますよ。 

 

基本計画に言葉一つ書いてなかったら、じゃ、あのアンケート、何百万は何
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会長 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

だったのかとなりませんか。私だったら、なります。 

 

マンションと書くのがどうかということですよ。マンションと書かなくても、

そういう趣旨をここに反映したらいいわけでしょう。 

 

そうです。なので、趣旨を反映した文言を計画に記載してほしいです。 

 

今の議論について、事務局で回答を考えていたようですのでお願いします。 

 

色々ご議論ありがとうございます。やはり、表現の仕方は様々ありまして、

環境の視点で今、パブコメの内容も含めた形で書かせていただいているつもり

ですが、開発とか、マンションとか、いろんなキーワードがある中で書きぶり

については、色々あると思います。それについては、25 ページの今、おっしゃ

っていただいたような高齢化や後継者不足等、その周辺につながる文言の中で、

キーワードについてはこちらで考えさせていただきます。 

 

1 行でも入っていたら、多分、言っただけのことはあると思う。 

 

その趣旨を理解しつつ私も相談に乗って、その部分の対応を考えるようにし

ます。 

 

黄色で塗っている所の 2 行目で減少という言葉が入っていますので、どうい

う状況で減少しているか、そういう部分について、先ほど、委員からもご意見

もございましたので、開発等であったり、農地以外への転用であったりとか、

内容や文言を検討します。あと、具体的な文言についてはまた、会長ともご相

談させていただく形でよろしいでしょうか。 

 

例えば、開発等に伴う農地の減少とか、そういうフレーズが入るような形で

調整させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 

農地の保全ということは確かに大事で、それが生物多様性につながるという

ことは、どの程度、実際、どうなのかというところ、この段階ではいいですよ。

もっと考えれば、今の農業を見れば、農薬を使わない農業なんて成り立たない

わけですよ。除草剤であるとか、殺虫剤であるとか、それがいかに環境に打撃

を与えているかということは、次もう一歩踏み込んだときに、ただ単に保全す

るだけじゃなくて、色々将来の人のために、食べて安全な食料の確保という観
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点からも、そういったところまでも踏み込んでいただきたいと思います。ただ

単に保全するだけでは駄目だと思います。以上です。 

 

単純に保全するだけでなく、農地の影響や役割について本質的な部分まで踏

み込んでほしいということでしょうか。 

 

そうです。 

 

今の委員の意見の中で島本だけに限定して話させていただきますと、島本の

農家の大半が自家消費、個人農家です。販売目的で営業としてやられているこ

とはまずありません。  

あとは、主に稲作に関して言えば、JA 高槻に、水田の稲作を作るための栽培

の基準、指針というのがあります。その中に使える農薬の種類、量、全てとい

うと少し語弊がありますが記載されていて、その農薬を超えるものになると、

JA も買い上げをしません。なおかつ、マニフェストの提出を求めます。こうい

う形でやっておりますので、ここらの皆さん、そうだと思いますけど、自分が

食べる野菜に関して、農薬を基準以上使われますかということです。島本に関

して言えば、全国の基準より明らかに低い数値。野菜類に関しては個人消費で

すから、ほぼ無農薬。水田に関しても一般に認められている量の半分とは言い

ませんけど、近いぐらいの基準でやられているのが今、島本の農業、農家の栽

培基準です。参考までに。 

 

なぜ、こんなことを言うかといいますと、桜井の JR の西側の解体をするとき

に、水田がなくなると環境保全、多様性が損なわれるということで、それこそ

私、長靴履いて、春先にあの辺の田んぼ、ずっと歩いて回りました。そうする

と生き物がほとんどいない。あぜ道歩いて来られた知り合いの農家の方に、「い

てまへんか」と言うと、「そらそうや。今、除草剤、撒いてあるから、みんな死

んでもうとるわ」というようなことで。今おっしゃられている、そういう基準

というのは人間が作ったもので、アメリカで禁止されている赤色の着色料が日

本では使われている、昨日か、今日かの新聞に出たように。さて、それが本当

に正しいのかどうかということは疑問に思うわけです。 

特に虫を殺す農薬を撒いたがために、ミツバチが全滅したというようなこと

も聞いていますし、いろんなことで、農薬なくして農業成り立たないというの

はよく分かっていますけれど、より安全な農薬農業というのはなかなか難しく、

私も庭でちょっと育てますけど、農薬なかったら、なかなか育たない。できる

だけバイオ農薬であるとか、自然の農薬しか使わないようにしていますが、将



11 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

委員 

 

委員 

 

委員 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

会長 

来的にはこういったことをもっと踏み込んでやっていかないといけないと思い

ますので、以上です。 

 

委員の認識に一言言っておきたいですけども、西地区は私も田んぼのときに

結構色々回って見ています。実際あそこでもファミリー農園やったことがあり

ます。虫は色々います。私としてはカブトエビとか、クサガメ、ヒメボタル、

そういったものはちゃんと生きていますので、農薬を全然使ってないわけじゃ

ないと思いますけども、やはり農地があるということは、それだけ生物多様性

というのは実際、JR 西のあの区域においても非常に盛んであったということ

は、ちょっと付け加えさせていただきたいと思います。以上です。 

 

それは分かります。例えば、コウノトリの繁殖地では、できるだけ農薬を少

ないようなもので、水田も管理しているようなことも聞いています。ある程度

は理解できていますは、水田に関してはほとんど生物がいなかったというのは

事実。畑はいたかもしれないですが。 

 

水田もいます。 

 

水田もいた？ 

 

います。大丈夫です。 

 

高浜地区においては、生物はたくさんいます。多分、開発された小さい農地

を見られたのだと思います。ある程度、一反ぐらい農地のある所には生物はた

くさんいます。 

 

せっかく委員が、うちは農薬をほとんど使ってないと言っているのなら、そ

れは農薬を使っている一般の話をするのではなくて、反対にそこを文章に入れ

る、強調して、減農薬の状態や無農薬、こうやって使っているという文章を入

れたほうが、島本の読んだ人が、安心して野菜を買える。だから、反対にそこ

できてないではなく、せっかく言ってくれた農家の人の話を文章に。農薬はほ

とんど使ってないから。 

 

そういう方もいる。そうだと言い切ることは問題あると思う。 

 

有機農業とか、減農薬の農業をできるだけ進めていきましょう、みたいな感
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会長 
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じですかね。 

 

そうですね。今、高浜地区の個人の方ですけども、無農薬無肥料で去年の春

から 1 反分の田んぼをやられています。その方がこの後、どうなっていくかは、

これから楽しみというか、見ていこうと思っていますけども、そういう動きも

あるということだけお知らせして。 

 

農地に関連して、今の話とかに関連するフレーズはありましたか。 

 

今回、パブリックコメントでたくさんの農地に関する意見をいただいたので、

記載をさせていただきました。環境基本計画に関しては、環境政策の基本的な

方針ということで、その中に一つの取組として、その農業に関する施策を記載

させていただくということで、基本計画にどこまで、具体的な施策を落とし込

むかというのは、色々議論が分かれますし、結構難しいところだと思いますけ

れども、今回に関しては基本的な方向性を記載させていただいて、今まで農地

という表現がなかったところに追加をしています。手法に関しては、ご提案、

色々いただいておりますけど、多岐にもわたりますし、農業の所管課において、

これから 10 年間の間で、色々議論させていただいていく必要があると考えて

おります。今後の農業の施策の中で、本計画とかいただいた審議会のご意見を

踏まえて、今後検討していきたいと考えています。以上でございます。 

 

細かい文言で、一つだけあります。これは変えてくださいというより、希望

ですけども、25 ページです。今の続きで書かれている、農地を保全するための

施策が求められていますの「求められています」というのは、少し他人事なの

で、もう少し強い表現ができないのかなというとこだけお願いしておきたいと

思います。 

 

その前の所は必要ですとかなっているので。表現としてはこちらが望ましい

ということでしょうか。 

 

町として、やっていくという意思が示してもらえたらありがたいなと。 

 

事務局いかがでしょうか。その、最後の求められているについて。 

 

24 ページの 4 行目か 5 行目ぐらいにも同じような表現はあるものの、他人事

ではないので、表現に関しては、検討させていただきます。 
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ぜひ、前向きな形でよろしくお願いいたします。 

 

農地の保全が出ているので、そのことで補足させていただきたいと思ったの

ですが、パブリックコメントの中で農地に関する表現が不足しているというこ

とで、本当に重要なご指摘があったというふうに思っています。今回の追記案

では農地の保全という言葉が新たに盛り込まれたということですけれども、農

地の保全というのは本当に重要なことだと思いますが、少し不足しているかな

と思ったのが保全するだけではなくて、農地を活用して、活性化を図っていく

という視点、それが文言として不足しているというふうに思いました。 

農地の保全ということでいうと、生産緑地という制度を使おうというような

ことも少し書かれていますけれども、農地の活用ということでいうと、例えば

近年、都市農地の貸借法というのが新たに制定されたようで、生産緑地の貸借

をやりやすくなっているという状況のようです。それを実際に活用している自

治体とか出てきているということです。例えば、そういった制度を活用して、

農地の活用、活性化を図っていくという目標を文言として入れるか、具体的な

制度を入れないにしても、活用していくということについては、もう少し、文

言があってもいいかなと思います。それで言うと、13 ページの黄色の部分、今

回追加されたということですけれども、そういった所に今のような視点を少し

盛り込んでいくということがいいかと思いました。 

ただ、もう一つ、農地の関係でいうと、この新たに追加された所、黄色の 2～

3 行目の辺り、農地の生産機能だけじゃなくて、多面的な機能を評価していき

ましょう、そういう評価する動きが高まっていますと書かれています。この中

で例えば、災害時の防災空間などと書かれていますけれども、この辺りの機能、

かなり注目されているところです。それで言うと、防災協力農地登録制度とい

うのがあって、大阪府内の自治体もこういったものを進めていく所が結構あり

ます。こういったものも島本町で活用していって、生産性だけではなくて、防

災面としても農地をきちんと評価していく。例えば、そういう方向性を盛り込

むとか、そういう検討があってもいいというふうに思いました。 

 

具体的にどんな活用の仕方があるか教えていただけますか。 

 

生産緑地として、農地をただ守るということだけではなく、もっといろんな

人が農地に関われるような制度を使ったらどうかという話です。その一つの例

として、こういう農地の貸借法を活用して、農地を使えるようなことを図って

いきましょうというところです。 
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会長 

 

 

貸農園ということですか。 

 

そういうようなのとか。 

 

方針の所で入れられないですか。 

 

該当するのは 13 ページですが、あるいは 25 ページの辺りかと思いますけど。

この辺りで保全という言葉はたくさん出てきますすけれど。 

 

今、委員からありました方針は、先ほど、ご説明申し上げた所の基本方針 2

の、今後の部分で、一応ここには書かせていただいていまして、その前のペー

ジですね。今ご紹介いただいた前のページは現状でありますとか、今の課題で

すか。こういうことがやっていかないといけないという内容の所で、どちらか

というと、この 42 ページの基本方針の 2 の所で、前向きに頑張っていくとこと

で、町としては考えているところでございます。以上です。 

 

よろしいですか、委員。なにか、ここに入れたほうがいいというものが、具

体的にあれば。 

 

やはり、現状は現状を書かせていただいていて、30 ページに基本方針という

ことで、今後 10 年間の取組についての基本的な考え方、向かうべき方向性の中

の「基本方針 2 守り生かす島本の自然と共に暮らすまちづくり（自然共生社

会）」の中に、農地のワードがはっきり言って非常に弱い。先ほど、申しました

ように具体的な取組の中で、書かせていただきましたが、その前段階の方針の

中で農地に関する部分について、会長とご相談させていただいて、付け加えさ

せていただくという形でよろしいでしょうか。よろしくお願いします。 

 

それでお願いします。 

 

今、保全と書いている言葉を活用保全という形の言葉に置き換えるだけでも、

かなり意味が変わってくるので、その程度の変更でどうでしょう。参考意見で

す。 

 

ありがとうございます。活用という言葉をうまく付けたりとか考えましょう。 
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41 ページ有害鳥獣の徹底管理の件です。これは多様性の保全とかいうことか

らすると、農地だけじゃなくて野山も同じです。かなり被害が出ているので、

外来生物対策の前ぐらいに入れたらどうかと思うのですけど。 

 

農地だけじゃなくて、森林等もということですか。 

 

要するに有害鳥獣ですね。鹿とか、イノシシの頭数制限。少し取り上げても。 

 

この本にも載っていますが、竹林を放置しているため有害鳥獣が増えている

という流れがあるので、そこの対応のところに竹林整備を住民とマッチングと

か、そのために放置竹林を整備するとか、具体的に竹林と有害鳥獣が別々にあ

るのではなくて、住民には森林所有者はちゃんと管理に努めましょうと言われ

ても、もう年がいっているから、みんな厳しいと言っているし、困っているの

に求めることは多い。では町として、どういうふうにやっていくかというマッ

チングのところで、町が進める施策の中に放置竹林のこと書いてなかったら、

結局、取りに行って、出てきましたから売ってください、捕まえてくださいと

言いますが、放置竹林をきれいにすることだけでも捕まえるのも楽になるので、

文言に有害鳥獣と放置竹林とに入れてほしいです。 

 

確認ですが、委員がおっしゃった 41 ページに入れるということでいいです

か。 

 

そうですね。44 ページに一応、野生鳥獣の適正管理という文言はあるんです。

生物多様性の所で。それを個々の方針のところにも入れていただいた方がいい

のではないかと。 

 

竹林という言葉もしっかり使う。 

 

そう。放置竹林。 

 

放置竹林について、今二つ意見が出ましたが事務局いかがでしょうか。 

 

委員にもおっしゃっていただいた、44 ページのここの有害鳥獣の関係の、農

地保全の所と連動すると思いますので、書きぶりは会長と相談させていただき

ますが、書く際に放置竹林の関係も既に 41 ページ、森林整備保全と書いている

ものの、その辺のキーワード等相談させていただきます。 
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15 ページの所で、メールでも送ったのですが、真ん中辺りの、「公共施設に

おいて緑化の取組の一つである緑のカーテン」と書いてありますが、これ、温

暖化対策の一つではないかと思います。地球温暖化対策で緑のカーテンをやり

ましょうという話だと思います。そこが少し気になります。 

 

委員からのご意見ですけども、今、基本方針 1 の所で、学校園所の所に、緑

のカーテンが入っていまして、これは当初計画から、この所に記載させていた

だいていまして、ここに記載している理由としては、緑のカーテンを小学校と

かで、理科の授業とかでやっていただくところで説明させていただいていたの

ですけども、温暖化の取組の中でもグリーンカーテンというのは、一つの取組

であると思いますので、これを記載はさせて、温暖化のほうではさせていただ

いてないというところで。 

補足ですけれども、委員から今おっしゃっていただいた内容というのは確か

に地球温暖化の対策の実行計画の中で掲げさせていただいていますが、その上

の上位計画が、一応この環境基本計画となっていまして、連動性のあるような

計画のつくりになっているので、いったん、市街地の中の緑化という部分では

なにがしか、上位計画である環境基本計画の中でも記載のほうは必要かなとい

うことで、当初から記載させていただいている部分があります。 

確かに地球温暖化というところの視点で見れば地球温暖化対策ですが、大き

く見れば、連動した計画となっています。 

 

どちらでもいいですけれど、これ、緑化するために緑のカーテンをやってい

るのか、温暖化対策をやるためなのか、そこが気になります。 

 

メインは地球温暖化対策です。緑化については、その辺の視点で対策ってい

うのは行っているという形になります。 

 

私的にはどっちでもいいですけど、景観って例えば、マンションは建ったけ

ど、緑が増えたという、こういう緑化のあれでいったら、緑がたくさんあれば、

また、ちょっと緩和されることがあったりする。小学校で緑のカーテンをやっ

ていますけど、実際に住民は緑が減っていることに対してすごく気にしている。

それと景観という言葉がこの冊子の中に、都市計画になるかもしれないですが、

全然出てこなくて。国のやつを調べたら、日本はもともと建物の法律さえ守っ

ていたら、別に景観というのが引っ掛かってこないから、結局、色々開発で破

壊されていくので、今慌てて歴史のある所は守りましょう、緑のある所は守り
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ましょう、ここで言ったら、土手の崖の所にずっと緑があるけれど、その前に

マンション建てたら結局緑が見えなくなるので、高さを抑制しましょうとか、

大事な木じゃないけど、町並みを残すためには、その木を残したほうがいいと

いう法律を作っていかないと、結局、景観が守れない。 

景観が守られないなら、別にこの島本じゃなくてもいいはずでしょ。でも、

そこの地域に根付いている歴史とか、住民が持っている田んぼとか、畑とか、

水とかがきれいということを生かしながら、景観を守っていくということ。な

おかつ、開発があるから、それを全否定ではにですよ。否定しないで、変える

ときには例えば、流山市みたいに緑の道づくりを、町並みの中に緑を植える、

こういう同じ開発するけれど、熱くならないようにワンクッション、垣根を造

るとか、補助を出すとか。もしくは認定をする。そういうふうな良い取組をし

ている企業ですよという認定する。島本だったら。 

どっちでもいいですけど、景観という言葉が全く出てこない。でも、皆さん

のアンケートでほとんどの答えが何を言おうとしているかと言ったら、マンシ

ョンも含めて景観だと思って。私がもし、島本を離れて戻ってきたときに何を

見るかと言ったら、町の景観でしょ。山が見えるかとか、水は残っているかと

か、きれいか。田んぼはあるかどうか。そういう目で見るのが大事なので、例

えば、緑を増やせられるような景観についてまとめるような、この基本方針、

五つの中に全然、その言葉がないから、5 番目ぐらいかと思って。健やかに暮

らそう、安全安心のこれからも住んでほしい町にしたかったら、さっきの田畑

を守る取組や、緑を増やせるように景観に、もちろん、私はエリアを決めて高

さ制限や、建物の緑化の条例とか作ってほしいですけど、そこまで今回無理だ

ったら、景観を守れるような、何か取組をしていくとか、どっかに入れてほし

いです。以上です。 

 

今二つの、緑の観点・表現についてはどうですか。 

 

おっしゃるとおり、温暖化にも当然寄与するものですので、例えば、公共施

設において、温暖化対策の取組であるとか、趣旨としてある程度入れるという

のは一つアイデアかなと思います。 

 

ありがとうございます。書きぶりはいただいたご意見を基に工夫させていた

だきたいと思います。それから、景観の話ですけれども、市街地はいろんな法

令を順守した中で様変わりしています。その中で、われわれ環境行政としまし

ては、その中でも最大限、保全できるものはしていく。生物も残るようにして

いく。そういった視点で物事を考えて、この計画を考えていますので、景観と
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いう言葉が入ってなくとも心構えとしては、やはり最大限、市街地の中で、い

かに色々保全できるかという視点で、この先 10 年間やっていきたいと思いま

すので、書いている、書いてないというのは確かにあるかもしれませんけれど

も、考え方としては、そういった形で市街地でも、いろんな課題が多いものの、

できることはやっていくという視点でやっていきたいと思いますので、キーワ

ードとして入れるのは、なかなか難しいかもしれませんが、この考え方だけご

理解いただければありがたいなと思います。 

 

国の方針として、良好な景観の形成を図る上で重要な景観資源や緑地のよう

に、緑地の前に形容詞として景観資源である緑地とかあります。都市緑化の前

に入れるとか、保全とか、前に景観資源であると、国が言っているし、その良

好な景観の形成に向けて、適切な規制、対象、規制手法を選択し、必要な内容、

過不足なくつなげることが望ましいって、国が景観について書いている。マン

ションについて書いてほしいけれど、マンションと書いたらダメというなら、

高さとか、緑化とか、両方含めて、景観と書かなくても高さ制限と、それか緑

化条例作ってくれるのだったら私は引き下がります。でも、そのどっちもまだ、

何も決まってないし、難しいと言うのであれば、さっき言っていたみたいに緑

化がいいかと。だって、皆さん、アンケートで書いているように良好な景観を

求めています。 

だから、マンションとか、いろんな言葉で色々言っているけれど、でもそれ

が難しいとか、色々言うのだったら、そのマンションをそのまま景観と言って、

その景観の中身はもちろん、つくってほしくない景観と、今現在ある景観とか、

そのどっちも含むことができるから景観のほうが入れやすいのではないかと。 

 

景観が専門の大事なキーワードなので、言っていただくのは大変ありがたい

です。それで、実はその景観は景観計画だとか、景観審議会みたいなのがあっ

て、景観だけでも、多くの議論があって、うまくそれをつなぐキーワードのよ

うな形で位置付けられればやらせていただきたいですけれども、景観について

考えていくということの重要性は言っていただいてよかったと思います。 

 

なので、本当は本 1 冊で済まないぐらい、景観だけでやらないといけないけ

ど、実際、島本にその景観計画でやっていきますという流れはできてないじゃ

ないですか。なので、普通に高さ制限の条例がほしいです。 

 

だから、ぜひ、景観というキーワードも今後考えていただきたいです。 

 



19 

事務局 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

 

 

会長 

 

委員 

ありがとうございます。まず、島本町、景観計画がございます。本町の景観

計画に基づいて、いろんな開発についても業者と協議はさせていただいている

状況でございます。あと、高さについても、現在、適切な高さ規定に関する検

討業務をここ令和 5 年、6 年、7 年度と継続して実施、進めておりますので、結

果がどうなっていくかというのは別ですけども、高さについても検討業務も進

めている状況でございます。以上です。 

 

話は変わりますが、ここずっと見ていったら、年の書き方が西暦で書いてい

る所、年号で書いている所、併記している所、ばらばらなんで、できる範囲で

結構ですから統一するようにお願いします。 

 

修正のほうさせていただきます。 

 

この資料の 7～8 ページにはこれ、植生の調査の全町的な地図が出ています

が、ところが資料の 5 ページの所だと、土地の利用現況というのは、令和 5 年

のマスタープランのデータで、グラフが描いてある。これ大元の地図があると

思うので、島本町の山林はここら辺が占めていて、田畑がここにあってという

ようなことが図、地図で比較してやれれば一目瞭然、今まで田んぼだった所が、

宅地化されたというような比較はしやすくなると思うので。もし、今から入れ

るのが難しいということであれば結構ですけれど、そういう土地の利用区分別

地図も入れていただければ比較になっていいと思います。 

 

こちらのデータも委託業務の中でやっているので、その委託している所とも

確認しながら、反映できるかどうか一度精査します。 

 

もしくは、そのマスタープランか何かに地図があったと思います。だから、

その古いやつと比較して、どうなってきているのか見やすい比較を。 

 

もう一点だけ。50 ページの気候変動への適応という項目の所で、できたら、

生物影響、これを入れておいてもらったら。いろんな昆虫や、それこそ植物関

係、変わってきている可能性があるので、その辺も見ながら今、多様性の保全

ともかかってきます。何か一言入れておいていただいたら。 

 

入れるとしたらどこに入れますか。 

 

町の取組に入れといてもらったらどうかと。気候変動への生物影響の話とい
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うことで。 

 

そうですね。生物の分布がだいぶ変わっていたりしますので。委員、どうや

って入れたらいいと思いますか。 

 

生物についてはモニタリング調査をされてきていると思うので、その中で、

やっぱり、前見られなかった生物が出てきている。あるいは逆に、生物がちょ

っと減っているみたいなことも分かっていると思います。それと、この気候変

動との対応というのを検討するっていうようなことになってくると思うので、

やっぱり、町の所ですかね。モニタリング調査というのは、これからもされて

いくと思いますので、その絡みで気候変動との関係というのもきちっと見てい

くっていう。そんなくくりができませんでしょうか。 

 

町の取組の所に、住民の健康や暮らしに影響を与える気候変動とありますけ

ども、やっぱり生物の分布等に与えている影響みたいな部分をここに重要だと。 

 

ご意見ありがとうございます。50 ページの町の取組の中ほどぐらいですね。

その辺、何か入れられるようなものがあれば、キーワードもチョイスさせてい

ただいて、会長と相談させていただきます。 

 

お願いします。委員、委員一言ずついかがでしょうか。 

 

49 ページの太陽光パネルとありますけれど、いつもどおりのでかいやつ。例

年の、従来のもののことですよね。 

 

従来っていうのは昔からある、屋根の上に載せている太陽光パネルのことの

ご指摘でしょうか。おっしゃるとおりでございます。 

 

これは廃棄とかの問題になっています。積水化学がシートの開発をしていて、

万博で使われます。だから、島本町だし、それを応援してほしいです。環境に

もすごく良いし、廃棄もない。 

 

新しい技術をしっかり。どうですか。 

 

今おっしゃいました、ペロブスカイトについては、町のほうで積水化学にお

伺いして、見に行ってきましたが、太陽光パネルはすごい重量があって、屋根
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になかなか付けるのが困難な所にも、薄いので壁に付けたり、貼ったり、そう

いうこともできると。ただ、耐用年数のほうが太陽光パネル、今までのように

何十年という耐用年数がなくて、積水化学もその耐用年数の寿命伸ばすとか、

そういう視点でどんどん開発を進められているところですけど、なかなかまだ、

市販化といいますか、そこまでの供給はされていないというところもあります

ので、もっと開発進んで、コスト的な問題、下がったりとか、もっと耐用年数

が上がったりとか、そういう時代が来たら、もうちょっと普及しますし、町も

そういったことを検討していく一つになると思っていますけども、現状では、

対応が難しくなっております。 

 

この絵を載せると何となく、太陽光とはこんな感じ、みたいになりますけど、

どうですか。 

 

今、シリコン型というのが普及されていますが、島本町はペロブスカイト電

池という、薄型のものも、これから、耐用年数を伸ばしたり、コストを下げた

りという努力を続けられているところですので、もうちょっと長い目で見てい

こうかなという気はします。 

 

そっちの写真に変えたらどうですか。 

 

島本住民も知れたらいいです。 

 

広報の話ですけれど、ペロブスカイト、以前、地球温暖化の取組の特集を連

載していたことがあります。それの一つで積水化学に行って、担当者の方とペ

ロブスカイトはこんなもんですよというレクを受けているようなものが過去に

載っていますので一度、検索いただいて参考いただければと思います。 

 

その記事を要約して、新しくしてここに出したらいい。 

 

これだけじゃなくて他にも選択肢があるということで。 

 

先ほどもおっしゃったように、発展途上の部分で、なかなか世にまだ出回っ

てない中で、ここに具体的に載せてしまうと、それが果たして取り入れること

ができるのか、購入できるのではないかとかという誤解も生じるかなと思いま

して、一般的な今、普及しているような太陽光パネルの絵が妥当と考えており

ます。以上です。 
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ここに購入支援と書いているからそういうことになるわけでしょ。だから、

タイトル変えたら載せられるわけです。購入支援ではなく、購入支援は購入支

援でやっといて、将来はこうですよというような形に期待される未来技術とい

うような形で載せられていい。 

 

今、ご意見いただいている中で期待される部分がある、これだけじゃなくて、

こういうことも検討されて、こういう発展も期待されるような部分では何か、

一文、キーワードとして載せられるのかなと思いますが、一度相談させてくだ

さい。 

 

話変わりますけども、55 ページ。PFOS、PFAS 濃度で、この間の議論から現状

5 ナノグラムということになっていますけれど、パブリックコメントのほうを

見ますと、PFAS 関係も一部ありまして、素案に対するパブリックコメント、4

ページの 17 番目ですか。町の考え方として載っていますけども、国際的に統一

された評価値がないとはいうものの、例えば、IARC（国際がん研究機関）はが

んの評価で 4 段階のうちの一番上にしている。これ国連の付属機関だと思いま

すので、それが全世界の学者が認めているかどうかといったら、それは違うか

もしれませんけども、内閣府はちょっとでも矮小化しようとして色々書いてい

ますけども、もうすこし予防原則といいますか、そういったこともあるので、

町としては内閣府みたいな言い方するのではなくて、国際的にも知見はたまっ

ていると思います。 

それと、今後について、国等の方針を踏まえて、適宜、対応してまいります

と書いていますが、これ、環境計画のほうはせっかく、現況 5 ということで、

目標にして、目標は現状維持ですけども、そういう書きぶりになっているので、

例えば、回答としては積極的に対応するとかにやってほしいし、主体の取組と

しても、色々書いてはおられますが、この間、岡山で問題になったみたいに、

活性炭を廃棄してそれが大問題になったというようなこともあるので、やっぱ

り、適宜、汚染源の調査とか。今、ここ調査と書いていますけども、あくまで

規制とかの調査とかになっていて、そういうふうに読めます。分析も、分析す

ることと調査すること、また違いますので、そういったことも入れてほしいな

と。 

例えば、各主体の取組の各主体で町というのがありますけども、その中で汚

染源の調査とか、非常にシンプルにいったらそういうことですね。 

 

ご意見ありがとうございます。PFOS と PFAS については、今、この近辺だけ
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でなくて、全国的、世界的にいろんな意見があって、その中で本町も令和 5 年

から、PFOS、PFA の水質調査をやっている。ただ、環境基本計画の目標としては

一応、現状維持ということで、意気込みとしては、前向きに、積極的にという

ようなことを重視しながら、しっかり対策していくという部分で、事細かなこ

とまでは書けていませんけども、そういう意気込みで、全て現状維持という目

標の中に組み込ましていただいているということは、ご理解いただけたらあり

がたいです。 

明らかに汚染源というのはなかなか今の時点で、いろんな意見、見ましても、

はっきり調査しますとかというのは、今の時点では難しい部分はあるとは思い

ますが、今後、国が例えば、ガイドラインを書くなり、いろんな具体的に掘り

下がってきたときに町としてどういう姿勢で、どういう形で、今、おっしゃっ

ていただいたような汚染源、追跡していかないといけない、そういうタイミン

グが来れば、しっかりと対応もしていきたいと思いますので、計画の書きぶり

の中ではいったん相談はさせていただきますが、どういうふうに書けるかとい

うのは検討させていただきたいとは思います。ただ、何が書けるかというのは

悩ましていただきたいと思います。 

 

分かりました。いや、難しいなと思います。確かに、そうですね。 

 

32 ページをみて思ったのですが事業者の役割という大きな柱の一つとして、

住民・町・事業者とありますが、例えば、マンションを建てる会社とか、そう

いう所はここに住んでいるわけじゃないじゃないですか。積水化学、トッパン

とかはずっと町にあるので、地域に貢献しようと思っていて社会的に貢献する

のが、その後、どうなっているかも住民も注視していくことできるけれど、建

てるときに入った業者は入って、出ていくから、この事業者というのが、町に

いる事業者だけを指しているのか、それとも、ここに入ってきて、さっきの不

法投棄じゃないけど、汚れた活性炭をおいて、マンション造って、そのときの

業者がずっといるなら皆さんが注視していくけれど。だから、この事業者の役

割のところが一体、ここに籍を置いている事業者なのか、それとも、入ってく

る事業者も含めて言っているのか。入ってくる事業者も含めているのであれば、

その事業者に対しての役割として、例えば、町並みを左右するので開発の中で、

町並みの保全の中に、出ていく業者も含めているのか、その辺知りたいです。 

 

今、委員にも言っていただいたように、当然、既存の事業者さんです。いろ

んな行為をする上では生物多様性のガイドラインとか、環境は策定をしてます

し、色々指導というのか、お願いというのか。ガイドラインも努力義務ではあ
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るものの、環境からの目線では役場が担うと思うので、さまざまな事業者の視

点というふうには考えています。今あるところだけでなくて、いろんな携わる

事業者という部分も入っているかなと。 

 

その視点でいうと、この文章だけを読んでいると、やっぱり居る事業者に対

する文章だけなのかなと私は感じた。例えば、町並みの保全という文言を入れ

てもらえていたら、例えば、新しく来られる人に。自然環境はこの冊子の十分

に出ているじゃないですか。けど、アンケートでは、結局、島本町、こんなに

しっかり計画を出しているけど、山の所とか、残っている所の自然のことだけ

言っていて、街中は放っている形に感じるというコメントがあった。その緑も、

山の緑が残っているのは分かるけど、じゃ、都市の緑はどれぐらい減って、ど

うかというの、この付いている冊子の参考資料見ても緑がどれだけ減っている

か。極端に言うと、山なんか減るわけがないから、都市の所の部分だけもっと

大きくして、そこの緑が減っているかどうか、見比べるぐらいに写真載せてほ

しいですけど、印刷の都合もあるだろうから、せめて、これを一生懸命読む人

は町並みがどうなっているか、都市計画になるだろうけど、それを環境に関す

るアンケートをやっても、結局、町並みの高さのこととか、緑のこと書いてい

るので、町並みの保全とかいう言葉を、さっき言ってくれたみたいに、入って

くる業者も含めるのであれば、その業者に対して、こういうふうな姿勢を持っ

ていくという文言、町並みの保全という言葉だけでも入れてほしいと思ってい

ます。以上です。 

 

先ほども申しましたとおり、町並みの保全も含めて景観については景観計画

の中で、町域をブロックに分けて、この地域はこういうことを守っていこうと

か、目指していこうといった部分が別の計画でうたわれています。ですから環

境基本計画の中でうたうのはどうかというのが。 

 

ちょっとだけ入れてほしいだけです。なにもたくさんと入れろとは言ってい

ません。住民がこれだけ書いてきているので。 

 

事業者がやる場合という中で、事業者だけがそういう景観を守るのではない

ともちろん思います。だから、それはまた、どの部分で、どこに入れるのが一

番いいのかは、委員の思いとしては、どこかに少しでも、ということは十分伝

わっていますので。 

 

どこかに少しじゃないです。事業者の役割の中の町並みです。それだけです。 



25 

 

事務局 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

事業者については、きっちり都市計画の手続きの中で、指導等もさせていた

だいておりますので、環境目線での、そういう対応も必要かとは思いますけど

も、きっちり法令にのっとって、指導をしています。あと、景観計画の中でそ

れに見合うような計画に変更していただけるような調整は、そちらのほうでし

ていますので、ここで入れるのはどうかと思います。 

 

もう一度言いますよ。環境アンケートの中で高さに困っている。別にその環

境計画にけちを付けているわけじゃないけど、実際問題、もうこれ以上、建て

ないでほしいといった言葉が子どもたちからも、住民からもいっぱい出ている。

で、環境のアンケートの中にそれを書いているのに、それに対して事業者に対

する、その言葉がなかったら、景観法の中でも、わが国はそういう規定をしな

かったために、法律にはのっとっていますよ。景観法も規定があるわけじゃな

くて、話し合いの中で決めていくということだから、その規定があるわけじゃ

ないけども、それを話し合って、決めていきなさいというところで今、住民か

らこれだけ資料が集まっていて、そこに景観も生かしてもらえると思う。 

 

趣旨分かります。それでは、入れるのであれば、そういった基準に基づいて

施策を進めていきますということをやってもらったらいいのでは。そういうこ

とを盛り込んでほしいということであれば、その専門の組織があれば、それが

やっぱり優先されるわけですよ、ルールというのは。そこが専門にやっている

のだから、それを覆すなり、そういった指示出すことはできないわけだから、

そういった基準に基づいて町は施策を進めているということを、ここに書いて

おいたらいい。 

 

今、おっしゃったところの解釈で言うと、地域の環境づくりに貢献しますと

いうことで、環境というのは非常に漠然ではありますけども、ご指摘いただい

たような高さのこととかも含めて、いい環境にしていくというところで、しっ

かり貢献いただくというふうなところでどうかと思います。ありがとうござい

ます。 

 

私から、1 点だけコメントです。今回、計画案をパブコメされて、いろんな意

見が出てくる中で、これと農地の保全、生態系に関するところですね。その辺

をきっちりされたなと思います。私、温暖化対策というのをやっていまして、

今まで省エネしましょうとか、太陽光パネル入れましょうとか、風力発電しま

しょうとか、そんなことを日本で取り組んできましたが、なかなかそれだけで
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今、足りないという状況がある中で、この自然、生態系とか、生物多様性とか、

あるいは農地、そういう所が持っている環境保全機能というのは、色々生物を

育むという機能もあるし、温暖化対策、気候変動対策に対しても非常に大きな

ポテンシャルを持っているというのは今、世界的にも言われていまして、それ

をここで入れていただいているので、方向性として、いい方向性だと思います

ので、結論としては賛同します。 

1 点だけ、事務局に確認したいのが、事前にいただいた資料のファイルをデ

ータで持ってきて、ここで見ていますが、事前に確認して、資料編で私の所属

に関して間違いがあったので、直しておいてくださいというのを事務局にお伝

えしているのですが、事前に送っていただいた資料しか見てないので、そこの

確認だけまた、終わってからで結構ですので。 

 

確認して、直したいと思います。 

 

33 ページに新しく、生物多様性の保全の所に、農地の保全を加えていただい

たと思いますが、農林地としていただくほうが生物多様性の所でも森林の話も

出ているので、両方、大事ですので。 

 

上の森林・農地の保全と活用とおなじように。 

 

そうですね。まとめて書くとそう。合わせるのであれば、上の書き方でいい

ですし、一言で書くのだったら農林地、お任せします。 

 

私も意見表明しておくと、委員がさっきからずっと言われている景観のこと

に関しては、やはり全く同じ意見で、アンケートとかでも、たくさん、ご意見

があります。事務局からも話がありましたけど、都市計画とも関係しているの

で、さまざま役割はあると思いますが、やはり、この中でも書きぶりとして、

例えば、それは都市計画と連動して、そういったことをどこかに、関係性みた

いなのを書いてほしいなと。 

 

分かりました。直接、細かい内容を書く形じゃなくても、連動しながらやっ

ていくというような表現をお願いします。 

 

一つだけ、この住民アンケートと子どものアンケートとか、パブリックコメ

ントは読めるのに、これは読めない。お金かけている以上、情報公開するべき

だと思います。まとめたものではなくて全部。この後ろのコメントとか。これ
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が読めないと、住民がどう思っているかが分からない。 

 

最終、取りまとめを予定していますので、こういうご意見がありましたとい

うのは、お示しできるように考えさせていただきたいです。 

 

それでは、案件 1 につきまして、反対するご意見はなかったと思われますこ

とから、原案の通り承認したいと思いますが、異議はありませんでしょうか。 

 

ありがとうございます。つきましては、町への答申については、議案に同意

とすることに特段の意見はないという趣旨の答申とさせていただきたいと考え

ており、答申書の最終（案）につきましては、事務局と調整させていただいた

上で、事務局にお渡しさせていただきたいと考えております。 

 

 続きまして、案件２「一般廃棄物処理基本計画（案）について」事務局から

説明をお願いします。 

 

資料のうち「島本町一般廃棄物処理基本計画（案）」をお手元にご用意いただ

けますでしょうか。 

 

それでは、案件２「一般廃棄物処理基本計画（案）」につきまして、ご説明い

たします。 

一般廃棄物処理基本計画（案）につきまして、これまで審議会において審議

を行い、その後、昨年１１月中旬から１２月中旬にパブリックコメントの募集

を行いました。 

その結果、７名の方から合計３６件のご意見をいただきました。 

今回、パブリックコメントに対する町の考え方の案と、パブリックコメント

を踏まえた計画修正案をお示しさせていただきます。 

今回は、この内容を確認し、基本計画案について、最終まとめ審議を行いた

いと考えております。 

資料のうち、資料３「島本町一般廃棄物処理基本計画（案）」、資料４「一般

廃棄物処理基本計画（案）に関するパブリックコメントの結果に係る町の考え

方」をお手元にご準備ください。 

まず、2 ページ（の第１章第１節）をご覧ください。 

こちら、「循環型社会の形成を推進するための法体系」を記載しておりまして、

特に知っていただきたい３つの法律、「循環型社会形成推進基本法」、「食品ロス

の削減の推進に関する法律」、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する
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法律」について、こちら、３ページから５ページにかけて、法律の概要をコラ

ムとして記載しております。 

次に、49 ページ（の第３章第２節）をご覧ください。 

こちらは、ごみ処理の課題として「脱炭素社会の実現」について記載してお

ります。 

脱炭素社会の実現に向けた取組として、特にプラスチックのごみ減量が重要

であることから、下から２行目に「プラスチックをはじめとした」という文言

を追記しております。 

次に、54 ページ（の第３章第５節）をご覧ください。 

ごみ処理の基本方針としている「４R の推進」につきまして、「4R の行動」に

は優先順位があり、これらの行動を順番に行うことに意味がございますので、

こちらのページにて、４R とは何かというご説明や優先順位をコラムとして記

載しております。 

また、４R のうちの「リサイクル」については、大きく分けて３種類あります

ことから、55 ページにて、その説明をコラムとして記載しております。 

次に、65 ページをご覧ください。 

こちら、計画の目標達成に向けた方策の体系として、リフューズ・リデュー

スの推進に向けた、プラスチックごみ削減に対する町の取組を記載したページ

でございますが、特に、使い捨てプラスチックが出ないような取組が必要であ

ることから、下から２つ目の項目と、一番下の項目を追記しております。 

次に、66 ページをご覧ください。 

こちら、住民の皆様の取組を記載しておりますが、その中の１つ目の項目と

して、「マイバッグを持参してレジ袋の受け取りを断る、すぐにごみになるもの

はもらわないといった取組により、使い捨てのプラスチック製品の使用をでき

る限り自粛することについて、追記しております。 

次に、同じく住民の皆様の取組の一番下の項目として、生ごみ減量の効果や

生ごみ処理機やコンポストを活用した減量について、追記しております。 

次に、67 ページをご覧ください。 

こちらは、リユースの推進に向けた取組を記載しておりますが、町の取組の

一つ目の項目で記載しております「リユースプラットフォーム」について、よ

り分かりやすい文章に修正しております。 

次に、74 ページ中ほどに記載している、「６ごみ処理施設の整備に関する事

項」の（２）ごみ焼却処理施設をご覧ください。 

こちら、３行目、「しかし」以降の文章について、「国の交付金の交付要件に

該当しないため、財政的な負担を考慮すると、広域化を目指しつつ、広域化の

目途が立つまでは、現施設の延命化を図る必要があること」や、その交付金の
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交付対象について、追記しております。 

次に、96 ページの第５章「４．生活排水の処理計画」１）をご覧ください。 

こちらは、生活排水処理の目標について記載しております。 

文章２段落目、「平成２年の水質汚濁防止法改正で初めて生活排水対策が盛り

込まれ、町としても取組べき課題として適正処理を推進していく」という認識

について、追記しております。 

次に、98 ページの６の１）をご覧ください。 

こちらは、生活排水処理計画のその他として、「住民等に対する広報・啓発活

動」について記載しておりますが、２行目、「油や洗剤等の適正な使用をはじめ

とする」という文言を追記しております。 

以上が、パブリックコメントでのご意見を受けて本計画に反映した内容にな

ります。 

今後の予定としましては、計画内容について、事務局において誤字脱字等の

チェックを行うとともに、冊子のレイアウトや表紙などをコンサルと調整し、

今年度中に策定が完了するよう事務を進めてまいります。 

 

それでは、ただいま説明を受けました案件について、委員のみなさまからご

質問、ご意見等ございますでしょうか。 

 

コーティング肥料というマイクロプラスチックでコーティングされた肥料が

あるようですが、島本町の農家のかたは使われていますでしょうか。 

結構普及されていますでしょうか。 

 

水田に関しては、ほとんどコーティング肥料を使っています。 

メーカーから生分解性プラスチックで肥料を作る動きが加速されています

が、まだ全面的に流通している状態ではありません。 

 

66 ページの住民の取組にて、コーティング肥料をリフューズするという内容

を書いてもらいたいです。 

また、コーティングして使っている香料についても、マイクロプラスチック

香害になります。香りもプラスチックも二重の意味で良くないため、リフュー

ズする取組について、記載してもらいたいです。 

 

計画に入れられると思います。 

書き方については、検討します。 
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ごみの問題は、お金を一番生み出せる、住民が一番協力できる内容です。 

農地保全もできるし、農家のかたと丁寧にお話してＪクレジットとして入れ

ることができたらいいと思います。 

ただ、意識が高くなければ堆肥化もできないため、意識を高めるのであれば、

モニターで実施してみなければ、どこに問題点があるかわかりません。 

町の規模を考えつつ、農家のかたと繋げていくために、モニターを実施して

みたらいかがでしょうか。 

EM ぼかしを継続して実施している自治体もあります。 

43 ページの記載では、補助事業を実施したという記載で終わっているため、

次につなげられるようなものを入れたらいいと思います。 

補助事業について、町民から問合せがあったとか、そういうことを書いてみ

たら関心が高いと分かりますし、今後につながると思います。 

 

生ごみ処理の補助金について、コンポストは昨年５月頭から実施し、５月中

に終了しています。 

今後どのように拡充できるか検討します。 

 

資料 27 のアンケート結果で、32％以上の人がごみの取組みに意欲的にやっ

てもいいという意思表示をしています。 

補助金や堆肥の利用先まで考えています。 

 

コンポストで処理した堆肥を農地に戻せばそれで済むという考えだけを持た

れても困ります。 

どの時期にどの成分をどれだけ入れていくかが非常に重要です。 

同じ品種を作っても味は変わります。 

単純にコンポスト化したものを農地に使えば循環できるというのは誤解しな

いでほしいです。 

 

委員のコーティング剤の件について、第５章生活排水処理基本計画 P.98 に、

その他住民等に対する広報啓発活動がありますので、ここでは油とかの適正な

使用などについて記載していますので、「マイクロプラスチックの発生源とな

る」といった公共下水に影響を及ぼさないようなことで修正したいと思います。 

 

他の自治体みると、この施設にはいくら掛かるか、というのが分かりやすく

まとめてあります。 

知ることで一人ひとりが意識すると思うので、子どもでも分かるような計画
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にしてもらいたいです。 

 

今後、計画の概要版を作成する予定にしています。 

分かりやすい内容にしたいと考えています。 

 

他にご意見がないようですので、質疑はここまでにしたいと思います。 

 

続きまして、案件３「その他」について事務局から説明お願いします。 

 

特にありません。 

 

特に意見はないようですので、これで審議会を終わらせていただきます。 

以上で本日の議案内容はすべて終了となりますので、審議会は以上とし、司

会を事務局にお返しします。皆様お疲れ様でした。 

 

会長どうもありがとうございました。委員のみなさまにおかれましては、本

日は大変お忙しい中、ご出席いただき、長時間にわたりご審議いただきありが

とうございました。 

それでは令和６年度第４回島本町環境保全審議会を閉会させていただきま

す。本日はどうもありがとうございました。 

 

 


